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共
済
組
合
の
事
業
は
、
組
合
員
の
み
な
さ
ん
か
ら
選
ば
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
「
組
合
会
」
に
お
い
て
、
重
要
事
項
が
審
議
・
決
定
さ
れ
、
運
営
さ
れ
ま
す
。

こ
の
組
合
会
議
員
の
任
期
は
２
年
で
、
現
在
の
議
員
は
、
来
る
11
月
30
日
を
も
っ
て

任
期
満
了
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
う
次
期
組
合
会
議
員
の
選
挙
（
職
員
側
）
が
、
11
月
18

日
に
山
口
市
の
防
長
苑
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

職
員
側
議
員
の
選
挙
方
法
は
、
組
合
員
各
人
が
直
接
選
挙
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
た

め
、
県
内
を
３
つ
の
選
挙
区
に
分
け
、
あ
ら
か
じ
め
所
属
所
ご
と
に
組
合
員
１
０
０
人

に
１
人
の
代
議
員
を
選
出
し
、
代
議
員
の
互
選
に
よ
り
議
員
を
選
出
す
る
、
い
わ
ゆ
る

間
接
選
挙
と
な
っ
て
い
ま
す
。

組
合
会
の
役
割
、
組
合
会
の
構
成
、
組
合
会
議
員
の
選
出
方
法
等
は
、
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

共
済
組
合
に
は
、
議
決
機
関
と
し
て
組
合
会
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
定
款
の
変
更
、

運
営
規
則
の
作
成
及
び
変
更
、
毎
年
度
の
事
業
計
画
並
び
に
予
算
・
決
算
、
そ
の
他
重

要
財
産
の
処
分
な
ど
組
合
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
・
決
定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

組
合
会
は
、
市
町
村
長
が
選
挙
し
た
議
員
（
市
町
村
長
側
議
員
）
10
名
と
市
町
村
長

以
外
の
組
合
員
が
選
挙
し
た
議
員
（
職
員
側
議
員
）
10
名
の
合
計
20
名
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
共
済
組
合
の
組
合
会
は
、
使
用
者
で
あ
る
市
町
村
長
の
代
表
と
被
使

用
者
で
あ
る
職
員
の
代
表
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
民
主
的
に
そ
の
運
営
に
参
加
で

き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

任任
期期
満満
了了
にに
伴伴
うう

組組
合合
会会
議議
員員
のの
改改
選選
がが
行行
わわ
れれ
まま
すす



組
合
会
議
員
の
改
選
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理
事
は
、
市
町
村
長
側
議
員
及
び
職
員
側
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
３
名
ず
つ
を
互
選
し
、

理
事
長
は
市
町
村
長
側
理
事
の
う
ち
か
ら
理
事
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
ま
す
。

監
事
は
、
市
町
村
長
側
議
員
か
ら
１
名
、
職
員
側
議
員
か
ら
１
名
、
学
識
経
験
を
有

す
る
者
１
名
、
計
３
名
を
組
合
会
に
お
い
て
選
出
し
、
会
計
そ
の
他
業
務
全
般
に
わ
た

る
監
査
を
行
い
ま
す
。

組一
　
市
町
村
長
側
議
員
の
選
挙
区
及
び
そ
の
数

県
内
を
２
つ
の
選
挙
区
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
区
ご
と
に
、
該
当
市
町
村
長
の

互
選
に
よ
り
議
員
を
選
挙
し
ま
す
。

二
　
市
町
村
長
以
外
の
組
合
員
が
選
挙
す
る
議
員
の
選
挙
区
及
び
そ
の
数

県
内
を
３
つ
の
選
挙
区
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
区
ご
と
に
当
該
市
町
か
ら
選
出

さ
れ
た
代
議
員
の
互
選
に
よ
り
議
員
を
選
出
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
市
町
ご
と
に
組
合
員
１
０
０
人
に
１
人
の
代
議
員
（
１
０
０
人
未
満
の

市
町
に
あ
っ
て
は
１
人
、
一
部
事
務
組
合
等
に
所
属
す
る
組
合
員
は
、
所
在
地
の
市
町

に
所
属
す
る
組
合
員
と
み
な
さ
れ
ま
す
。）
を
選
出
し
、
そ
の
代
議
員
の
互
選
に
よ
っ
て

組
合
会
議
員
を
選
出
し
ま
す
。

選
挙
の
方
法

選
挙
は
、
市
町
村
長
及
び
代
議
員
の
投
票
に
よ
り
行
っ
て
い
ま
す
が
、
市
町
村
長
及

び
代
議
員
の
過
半
数
の
者
に
異
議
が
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
推
せ
ん
の
方
法
で

も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
二
区

第
一
区

大
島
郡
、
玖
珂
郡
、
熊
毛
郡
、
阿
武
郡
の
区
域
内
の
町

宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
防
府
市
、
下
松
市
、
岩
国
市
、

光
市
、
柳
井
市
、
美
祢
市
、
長
門
市
、
下
関
市
、
周
南
市
、

山
陽
小
野
田
市

四 六

第
三
区

第
二
区

第
一
区

大
島
郡
、
玖
珂
郡
、
熊
毛
郡
、
阿
武
郡
の
区
域
内
の

町
及
び
上
記
各
郡
の
区
域
内
に
事
務
所
を
置
く
一
部

事
務
組
合

宇
部
市
、
萩
市
、
長
門
市
、
美
祢
市
、
下
関
市
、
山
陽

小
野
田
市
及
び
上
記
各
市
の
区
域
内
に
事
務
所
を
置
く

一
部
事
務
組
合

岩
国
市
、
柳
井
市
、
光
市
、
下
松
市
、
防
府
市
、
山
口
市
、

周
南
市
及
び
上
記
各
市
の
区
域
内
に
事
務
所
を
置
く
一
部

事
務
組
合

一 四 五



4

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5



特定健診は、40～74歳のみなさんに受けていただく
健康診断です。
メタボリックシンドロームの疑いがない方も必ず受
診をお願いします。

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

Yamaguc
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特定健診・
特定保健指導

特定健診を受診するときは

受診券の氏名、生年月日を確認し、裏面に住所を記入してください。

受診券と同送の「契約健診機関一覧」で受診する健診機関を選択し、まずは健診機関に予約して
ください。
組合員の被扶養者が受診券を利用して特定健診を受診する場合、どの健診機関を選択しても自己

負担額は500円です。（任意継続組合員とその被扶養者は自己負担額1,000円）

受診当日は、受診を予約した健診機関に組合員被扶養者証（保険証）と受診券等を持参してくだ
さい。窓口では、受診券とあわせて保険証も確認されます。健診機関によっては質問票の準備がな
い場合がありますので、質問票も念のためにご持参ください。

健診受診後、健診結果とメタボリックシンドロームの判定が通知されます。また、健診結果の見
方や生活習慣病予防などの情報提供が行われます。
結果通知の方法は、郵送によるほか、手渡しで交付される場合もありますので、受診時に健診機

関にご確認ください。

特定健診の結果、腹囲が一定値を超えた人はメタボリックシンドロームのリスクの保有数に
より、特定保健指導の対象者となる場合があります。
対象者には共済組合から個別に通知を行うこととし、この際に「特定保健指導利用券」と特

定保健指導契約機関の一覧を送付します。対象者は、利用券をお近くの特定保健指導機関に持
参し、特定保健指導が開始されることとなります。料金等の詳細は、通知の中でご案内します。
平成22年度は特定保健指導対象者の中の25％が指導を受けることを目標としています。

特定健診受診券の有効期限は特定健診受診券の有効期限は1212月末日です月末日です

特定健診（事業所での健康診断等を含む）を受けた組合員・被扶養者のみなさんへ

特定健康診査受診券（以下「受診券」という。）を所属所を通じて、６月に被扶養者のみなさんにお
送りしています。（組合員のみなさんは、職場の健康診断または共済組合の人間ドックを受診することに
より、特定健診の項目全てを受診した場合には、特定健診を受診したとみなされます。）
受診券の有効期限は平成22年12月末日までとなっていますので、ぜひ早めの受診をお願いします。
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年
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学
校
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メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
撃
退
し
よ
う
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ラ
イ
フ
山
口
だ
よ
り
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1月に人間ドック利用申込みの募集を行います

平成23年度の人間ドック利用申込は、１月初旬に申込書を配布する予定としており、１月末ごろまでの

募集とします。

申込み資格は一定年齢以上の組合員および被扶養配偶者を予定しており、募集期間経過後は申込みでき

ませんのでご注意ください。

申込み・受診条件等に関する詳細は次号の共済だよりに掲載します。

料金および検査内容などの詳細は申込書とあわせて配布される資料をご覧ください。

平成23年１月初旬 「平成23年度人間ドック利用申込書」等の送付（所属所の共済事務担当課あて）

〃 各所属所・募集開始（開始日は所属所によって異なります）

各所属所・申込締切（締切日は所属所によって異なります）

２月上旬 共済組合への申込書提出締切（共済組合必着）

４月～ 平成23年度人間ドックの健診開始

共済組合で申込資格審査を行い、健診機関に申込書を送付します。
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上
記
の
金
額
は
、
宿
泊
利
用
助
成
券
使
用
後
の
金
額
で
す
。


